
 

 

奈良県住宅安心協議会規約 

 

（目 的） 

第 1 条   この会は、奈良県における住宅瑕疵担保責任保険制度の普及促進及び      

住宅の安心に係る諸活動を以って消費者の信頼にこたえると共に、届出

事業者相互間の連絡調整と住宅建設を通じて業界の発展に資することを

目的とする。 

 

 

（名 称） 

第 2 条   この会は、奈良県住宅安心協議会と称する。 

 

（事 業） 

第 3 条   この会は、第１条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

（1） 住宅瑕疵担保責任保険制度の普及促進と広報活動 

（2） 住宅瑕疵担保責任保険制度及び住宅の安心に係る諸活動に関す

る調査、研究及び情報の提供 

（3） 会員相互の連絡調整及び親睦 

（4） 関係機関及び関連団体との連絡並びに協力 

（5） その他この会の目的を達成するために必要な事業 

 

（会 員） 

第 4 条   会員は、住宅保証機構株式会社（以下「機構」という。）に届出された 

届出事業者（以下「届出事業者」という。）で構成する。 

 

（退 会） 

第 5 条   会員の退会は、機構の届出事業者資格が消滅したとき、又は本人の申し  

出があったときとする。 

    2   会員は、次の各号に該当するときは、理事会の議決を経て退会処置を講

ずることができる。 

        （1）会費を複数年滞納したとき。 

        （2）本会の秩序を乱したとき、又は本会の名誉を傷つけたとき。 

 

 

 



 

 

（会 費） 

第 6 条   会費は、総会において別に定める額を毎年６月末日までに納入しなけれ

ばならない。 

2 年度の途中に入会する者の会費は、次年度に納入しなければならない。 

3 徴収した会費は、会員が退会した場合においても返還しない。 

 

（届 け 出） 

第７条 会員は、会社等の名称、氏名又は住所を変更したときは、すみやかに

  届け出なければならない。 

 

（役 員） 

第８条 この会に次の役員を置く。 

   会 長 １ 名 

   副会長 3 名 

   理 事 ７ 名 以内 

   監 事 ２ 名 

 

（役員の選出及び任期） 

第 9 条   役員は、総会において選出する。 

２ 役員の任期は、２年とする。ただし再任を妨げない。 

３ 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（役員の任務） 

第１０条 会長は、この会を代表し、会務を統括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、そ

の職務を代行する。 

３ 理事は、理事会を構成し、総会の決議に基づいて、会務を執行する。 

４ 監事は、この会の事業及び会計を監査する。 

 

（顧 問） 

第１１条  この会に顧問を置くことができる。   

    2   顧問は、理事会の議を経て会長が委嘱する。 

    3   顧問は、会長の諮問に応じ、理事会に出席して意見を述べることができ

る。 

    4   顧問の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。 

 

 



 

 

（会 議） 

第１2 条 この会の会議は、総会及び理事会とし、会議の議長は、会長がこれにあ

たる。 

２ 総会は、通常総会及び臨時総会とする。通常総会は、毎事業年度１回開

催し、臨時総会は、理事会が必要と認めた とき会長が招集する。 

３ 理事会は、会長、副会長及び理事で構成し、会長が必要と認めたとき

 これを招集して、会務の重要事項を審議する。 

 

（総 会） 

第 １ 3 条  総会は、次の事項を議決する。 

 （1）規約の改廃 

 （2）役員の選出 

 （3）事業計画書及び収支予算書 

 （4）事業報告書及び収支決算書 

 （5）その他この会の運営に関する重要な事項 

 

（総会の構成、議決権及び決議） 

第１4 条 総会は、会員をもって構成する。 

２ 総会は、会員の３分の１以上の出席をもって成立する。 

３     総会の議事は、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のとき

は、議長の決するところによる。 

４ 会員は、やむを得ない理由のため総会に出席できないときは、あらかじ 

め通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人

として表決を委任することができる。 

 

（運 営） 

第１5 条 この会は、会費及びその他の収入により運営する。 

 

（事務局） 

第１6 条 この会の事務局を、一般財団法人なら建築住宅センター 内に置く。 

 

（事業年度） 

第１7 条 この会の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

（付 則） 

  この規約は平成 17 年 4 月 １日から施行する。 

この規約は平成 21 年 ５月 １日から施行する。 

        この規約は平成２2 年 ５月 2１日から施行する。 

この規約は平成２3 年 ５月１9 日から施行する。 

この規約は平成２5 年 ５月１3 日から施行する。 


